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邪
鬼
に
関
す
る
研
究
史
の
整
理
と
課
題

山　

田　

美　

季

は
じ
め
に

　

四
天
王
像
や
毘
沙
門
天
像
を
は
じ
め
と
す
る
神
将
像
の
足
元
に
配
さ
れ
る
鬼
形
の
存
在
、
す
な
わ
ち
「
邪
鬼
」
は
、
視
覚
的
に
も

造
形
的
に
も
顕
著
な
特
徴
を
示
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
独
立
し
た
対
象
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
機
会
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た

観
点
か
ら
、
筆
者
は
邪
鬼
そ
の
も
の
に
着
目
し
て
研
究
を
進
め
、
そ
の
成
果
を
公
表
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
あ
ら
た
め
て
邪
鬼
に

関
す
る
研
究
史
の
全
体
像
を
把
握
し
な
が
ら
筆
者
の
立
場
を
示
す
と
と
も
に
、
今
後
の
邪
鬼
研
究
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。
な
お
本
稿
は
主
に
日
本
に
お
け
る
研
究
の
蓄
積
を
概
観
す
る
も
の
だ
が
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
成

果
に
つ
い
て
も
視
野
を
広
げ
る
こ
と
で
、
可
能
な
限
り
広
義
の
文
脈
の
な
か
で
研
究
状
況
を
捉
え
た
い
。
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一
、
研
究
史
に
お
け
る
「
邪
鬼
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て

（
一
）
文
献
資
料
に
み
る
用
語
の
変
遷

　

ま
ず
は
「
邪
鬼
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
、
日
本
彫
刻
史
の
文
献
資
料
に
お
け
る
使
用
例
の
変
遷
を
述
べ
て
お
き
た
い
。「
邪
鬼
」

と
い
う
呼
称
が
、
研
究
史
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
き
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

日
本
に
お
い
て
四
天
王
像
や
毘
沙
門
天
像
の
足
元
に
配
さ
れ
る
鬼
形
像
に
は
、
現
在
「
邪
鬼
」
と
い
う
名
称
が
充
て
ら
れ
、
通
俗

的
な
呼
称
と
し
て
だ
け
で
な
く
学
術
的
な
用
語
と
し
て
も
定
着
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
経
典
上
の
語
彙
と
は
必
ず
し

も
一
致
し
て
い
な
い
。
経
典
に
お
い
て
四
天
王
像
の
足
元
に
置
か
れ
る
鬼
形
像
は
、「
夜
叉（1
）」、「

羅
刹
」、「
悪
鬼
」、「
鬼
神
」
な
ど
と

称
さ
れ
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
学
術
研
究
で
は
、
概
ね
経
典
で
使
用
さ
れ
る
名
称
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

　

一
方
、
あ
く
ま
で
文
献
上
の
呼
称
と
い
う
観
点
か
ら
日
本
に
お
け
る
彫
刻
の
研
究
史
を
概
観
す
る
と
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
長
ら

く
「
夜
叉
」
と
「
邪
鬼
」
の
名
称
が
両
方
使
用
さ
れ
、
次
第
に
「
邪
鬼
」
へ
と
統
一
さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
が
う
か
が
わ
れ
る
。
た
と

え
ば
昭
和
初
期
以
降
に
刊
行
さ
れ
始
め
た
仏
教
美
術
史
お
よ
び
彫
刻
史
の
基
礎
文
献
で
は
、
最
初
は
「
夜
叉
」、
そ
の
後
に
「
邪
鬼
」

の
名
称
が
登
場
し
、
一
九
九
〇
年
代
ま
で
は
書
籍
に
応
じ
て
二
つ
の
用
語
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
て
採
用
す
る
事
例
が
認
め
ら
れ
る
。

「
夜
叉
」
の
表
記
を
使
用
す
る
例

◦『
南
都
十
大
寺
大
鏡
』（
大
塚
巧
芸
社
、
一
九
三
二
年
〜
一
九
三
八
年
）

•『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成　

平
安
時
代　

造
像
銘
記
篇
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
六
〜
一
九
七
一
年
）
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•『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成　

平
安
時
代　

重
要
作
品
篇
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
三
〜
一
九
九
七
年
）

「
邪
鬼
」
の
表
記
を
使
用
す
る
例

•『
六
大
寺
大
観
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
二
〜
一
九
七
三
年
に
初
版
完
結
、
補
訂
版
一
九
九
九
〜
二
〇
〇
一
年
）

•『
大
和
古
寺
大
観
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
〜
一
九
七
八
年
）

•『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成　

鎌
倉
時
代　

造
像
銘
記
篇
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
三
年
〜
）

　

個
別
研
究
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
傾
向
が
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
辻
合
喜
代
太
郎
「
日
本
上
代
の
四
天
王
像
と
邪
鬼
の
表
現

－

上
・
下
」（『
史
跡
と
美
術
』
二
十
二
（
三
）・（
四
）、
一
九
五
二
年
）
以
降
は
、
学
術
研
究
の
表
題
と
し
て
「
邪
鬼
」
の
語
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
で
は
あ
る
時
期
か
ら
、「
夜
叉
」
に
代
わ
り
「
邪
鬼
」
と
い
う
独
自
の
呼
称
が
四
天
王
像
や
毘
沙
門
天
像
の

足
元
の
鬼
形
像
に
対
す
る
学
術
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
「
邪
鬼
」
は
、
必
ず
し
も
近
現
代
に
入
っ
て
か
ら
全
く
の
新
し
い
呼
称
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。
た
と
え
ば
兵
庫
・
円
教
寺
四
天
王
像
の
う
ち
広
目
天
邪
鬼
の
底
面
に
は
、「
元
は
是
岩
木
な
れ
ど
も
、
年
を
へ
て
邪
鬼
の
姿
と
な

る
も
仏
の
え
ん
」
と
あ
り
、
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
の
修
理
時
の
も
の
と
み
ら
れ
る
墨
書
銘
が
残
さ
れ
て
い
る（2
）。

一
例
で
は
あ

る
が
、
こ
の
墨
書
銘
か
ら
は
、
江
戸
時
代
に
は
四
天
王
像
の
足
元
の
鬼
形
像
が
「
邪
鬼
」
と
呼
び
親
し
ま
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が

わ
れ
、「
邪
鬼
」
は
口
語
的
な
愛
称
、「
夜
叉
」
は
経
典
に
基
づ
く
正
式
な
名
称
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
研
究
史

に
お
け
る
用
語
転
換
の
背
景
に
は
編
者
や
執
筆
者
の
世
代
交
替
の
影
響
な
ど
も
想
像
さ
れ
る
が
、
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
両
者
の
呼
称

の
使
い
分
け
の
理
由
や
経
緯
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

た
だ
し
、
少
な
く
と
も
研
究
史
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
経
典
や
国
際
的
な
仏
教
美
術
史
の
文
脈
に
お
い
て
「
夜
叉
」
や
「
羅
刹
」
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と
記
さ
れ
る
存
在
が
、
あ
る
時
期
か
ら
日
本
で
「
邪
鬼
」
と
通
称
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
両
者
の
対
応
関
係
を
少
な
か
ら
ず
不
明
瞭

な
も
の
と
し
、
本
来
は
円
滑
に
行
わ
れ
る
は
ず
の
経
典
と
の
照
合
や
文
献
間
の
比
較
を
複
雑
化
す
る
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
き
た
可

能
性
も
否
め
な
い
。
奥
健
夫
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、『
興
福
寺
流
記
』
に
記
さ
れ
る
興
福
寺
中
門
の
八
夜
叉
に
は
二
天
王
の
踏
む
邪
鬼

が
含
ま
れ
て
お
り
、
神
将
像
の
足
元
の
鬼
形
像
と
、
周
囲
に
配
さ
れ
る
鬼
形
像
は
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
四
天
王
護
国
品
に
「
余
眷

属
無
量
百
千
万
億
諸
神
」「
諸
眷
属
及
薬
叉
等
」「
無
量
天
神
薬
叉
之
衆
・
贍
部
洲
内
所
有
天
神
」「
五
百
薬
叉
眷
属
」
等
と
記
さ
れ
る

者
達
に
あ
た
り
、
両
者
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い（3
）。

し
か
し
な
が
ら
研
究
史
を
概
観
す
る
限
り
、
前
者
を
「
邪
鬼
」、
後
者
を
「
夜

叉
」、「
羅
刹
」、「
鬼
神
」
な
ど
と
し
て
表
記
を
区
別
す
る
場
合
が
多
く
み
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
理
解
し
た
う
え
で
、
こ
れ
以
上
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
あ
え
て
用
語
を
統
一
す
る
こ
と
は
せ
ず
、

以
下
で
は
日
本
に
お
け
る
神
将
像
の
足
元
に
配
さ
れ
る
鬼
形
像
に
つ
い
て
は
現
行
に
従
い
「
邪
鬼
」
と
呼
び
、
ほ
か
は
総
称
し
て
「
鬼

神
」
と
表
記
す
る
。

二
、
邪
鬼
の
造
形
史
に
関
す
る
研
究

（
一
）
造
形
の
変
遷
を
論
じ
た
基
礎
研
究

　

邪
鬼
に
つ
い
て
通
史
的
な
観
点
か
ら
論
じ
た
研
究
は
決
し
て
多
く
は
な
い
が
、
現
在
に
至
る
ま
で
の
主
要
な
論
文
と
し
て
以
下
の

三
件
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
邪
鬼
の
造
形
史
に
つ
い
て
基
本
的
な
視
座
を
提
供
し
て
い
る
。
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①　

猪
川
和
子
「
邪
鬼
と
地
天
女
」（『
日
本
美
術
工
芸
』
三
一
二
、
一
九
六
四
年
）

　

は
じ
め
に
イ
ン
ド
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
の
作
例
に
造
形
の
起
源
を
求
め
た
う
え
で
、
日
本
の
邪
鬼
が
奈
良
時
代
に
典
型
を
成
立
さ

せ
、
平
安
時
代
以
降
は
類
型
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
一
方
で
尊
像
の
足
元
に
み
ら
れ
る
新
し
い
動
向
と
し
て
、
兜
跋
毘

沙
門
天
像
の
足
元
に
地
天
女
に
二
邪
鬼
が
加
わ
っ
た
形
式
が
も
た
ら
さ
れ
、
別
の
展
開
が
生
ま
れ
る
と
い
う
流
れ
を
提
示
し
た
。
さ

ら
に
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
こ
の
地
天
女
の
両
脇
に
配
さ
れ
る
二
邪
鬼
の
存
在
が
独
立
し
た
丸
彫
り
彫
刻
と
し
て
、
役
行
者
の
従
者

で
あ
る
前
鬼
・
後
鬼
や
、
興
福
寺
所
蔵
の
天
燈
鬼
・
龍
燈
鬼
（
建
保
三
年
〔
一
二
一
五
〕）
へ
と
展
開
す
る
可
能
性
を
述
べ
て
い
る
。

②　

水
尾
比
呂
志
『
邪
鬼
の
性
』（
淡
交
社
、
一
九
六
七
年
）

　

考
察
の
対
象
を
国
内
に
お
け
る
四
天
王
像
や
毘
沙
門
天
像
の
足
元
に
お
か
れ
る
邪
鬼
に
絞
り
、
歴
史
的
な
背
景
に
邪
鬼
の
造
形
を

重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
そ
の
変
遷
と
造
形
的
な
性
格
づ
け
を
行
う
。
基
準
と
な
る
作
例
と
し
て
法
隆
寺
金
堂
（
七
世
紀
中
頃
）、
當
麻

寺
金
堂
（
七
世
紀
後
半
）、
東
大
寺
戒
壇
院
（
八
世
紀
中
頃
）、
東
大
寺
法
華
堂
（
八
世
紀
中
頃
）、
西
大
寺
四
王
堂
（
八
世
紀
後
半
）、

法
隆
寺
食
堂
（
八
世
紀
後
半
）、
教
王
護
国
寺
講
堂
（
承
和
六
年
〔
八
三
九
〕）、
法
隆
寺
上
堂
（
文
和
四
年
〔
一
三
五
五
〕）
の
像
を

と
り
あ
げ
、
各
章
ご
と
に
造
形
か
ら
想
起
さ
れ
る
邪
鬼
の
属
性
の
変
遷
を
物
語
調
に
語
っ
て
い
る（4
）。

ま
た
「
邪
鬼
」
や
「
踏
鬼
」
と

呼
ん
で
い
る
四
天
王
像
の
足
元
に
配
さ
れ
た
鬼
と
は
、
経
典
に
登
場
す
る
夜
叉
の
う
ち
、
天
部
に
登
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
存

在
、
す
な
わ
ち
本
来
の
低
級
な
姿
の
ま
ま
で
天
部
に
征
服
さ
れ
、
そ
の
眷
属
と
し
て
従
属
・
奉
仕
さ
せ
ら
れ
る
低
級
な
夜
叉
た
ち
で

あ
る
と
位
置
付
け
た
。
そ
の
う
え
で
仏
教
彫
刻
に
は
天
部
像
の
足
元
の
ほ
か
に
も
造
形
化
さ
れ
た
鬼
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
前
鬼
・

後
鬼
、
天
燈
鬼
・
龍
燈
鬼
、
軒
先
を
支
え
る
鬼
神
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
。



（515）140

③　

戸
花
亜
利
洲
「
わ
が
国
に
お
け
る
邪
鬼
の
表
現
―
法
隆
寺
金
堂
四
天
王
像
邪
鬼
か
ら
東
大
寺
戒
壇
堂
四
天
王
像
邪
鬼
へ
の
変
遷

を
中
心
と
し
て
」（『
奈
良
学
研
究
』
二
十
一
、
二
〇
一
九
年
）

　

猪
川
氏
①
と
水
尾
氏
②
の
論
文
以
降
、
し
ば
ら
く
邪
鬼
が
通
史
的
な
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
機
会
は
な
か
っ
た
が
、
戸
花
亜
利
洲

氏
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
鬼
神
の
変
化
に
つ
い
て
法
隆
寺
金
堂
四
天
王
像
邪
鬼
を
中
心
と
し
て
、
手
指
の
本
数
の
違
い
に
よ
る
特
徴

や
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
お
け
る
鬼
神
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
に
着
目
し
て
い
る
。
八
世
紀
を
境
と
し
て
手
指
の
数
が
五
本
か
ら
五

本
に
満
た
な
い
数
へ
と
変
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
八
世
紀
に
入
る
と
鬼
神
が
疫
病
と
結
び
付
け
ら
れ
、
と
く
に
八
世
紀
に
重
用
さ

れ
た
『
最
勝
王
経
』
で
は
邪
鬼
が
悪
鬼
と
し
て
四
天
王
に
退
け
ら
れ
る
存
在
と
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
邪
鬼
の
造
形
に
も
影

響
が
及
ん
だ
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
本
論
は
七
世
紀
か
ら
十
五
世
紀
に
お
け
る
彫
刻
と
平
面
作
例
を
対
象
に
、
二
五
六
の
基
準
作
例

を
選
び
、
手
足
の
指
の
数
、
腕
釧
の
有
無
を
検
証
す
る
。

三
、
作
品
研
究
の
な
か
で
の
邪
鬼
へ
の
言
及

　

作
品
研
究
の
な
か
で
邪
鬼
に
つ
い
て
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
は
四
天
王
像
や
毘
沙
門
天
像
に
関

す
る
研
究
の
な
か
で
造
形
部
分
の
一
部
と
し
て
邪
鬼
に
注
目
す
る
も
の
と
、
特
定
の
邪
鬼
に
注
目
し
て
論
じ
る
も
の
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
決
し
て
多
く
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
法
隆
寺
金
堂
四
天
王
像
の
邪
鬼
に
つ
い
て
は
特
異
な
造
形
に
注

目
が
集
ま
り
、
一
定
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。

　

本
章
で
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
邪
鬼
研
究
の
過
程
で
確
認
し
た
日
本
の
彫
刻
史
に
関
す
る
主
要
な
論
文
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
必
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要
に
応
じ
て
中
国
お
よ
び
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
関
連
研
究
に
も
言
及
し
た
い
。

（
一
）
四
天
王
像
・
毘
沙
門
天
像
研
究
に
み
る
邪
鬼
へ
の
言
及

④　

水
野
敬
三
郎
「
韓
国　

感
恩
寺
西
塔
舎
利
具
の
四
天
王
像
」（『
仏
教
芸
術
』
一
八
八
、
一
九
九
〇
年
）

　

統
一
新
羅
・
神
文
王
二
年
（
六
八
二
）
頃
の
作
と
さ
れ
る
感
恩
寺
東
西
塔
舎
利
容
器
外
函
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
四
天
王
像
に
関
す
る

論
文
の
な
か
で
、
足
元
の
台
座
の
造
形
に
関
す
る
言
及
が
あ
る（5
）。

西
塔
の
持
国
天
像
と
東
塔
の
多
聞
天
像
の
足
元
に
は
、
羊
の
か
た

ち
の
獣
座
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
（
図
1
）。
水
野
氏
に
よ
れ
ば
、
神
将
像
の
足
元
の
獣
座
は
、
中
国
で
は
六
世
紀
か
ら
初
唐
頃
ま
で
は
、

い
わ
ゆ
る
鬼
神
形
の
台
座
と
並
ん
で
表
さ
れ
る
も
の
の
、
次
第
に
獣
座
が
み
ら
れ
な
く
な
り
鬼
神
形
に
統
一
さ
れ
る
と
い
う
。

⑤　

津
田
徹
英
「
滋
賀
・
錦
織
寺
天
安
堂
毘
沙
門
天
立
像
と
天
台
系
所
伝
『
北
方
毘
沙
門
天
王
随
軍
護
法
真
言
』
の
周
辺
」（『
日
本

宗
教
文
化
史
研
究
』
九
、
二
〇
〇
一
年
、
そ
の
後
『
平
安
密
教
彫
刻
論
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
六
年
に
所
収
）

　

滋
賀
・
錦
織
寺
天
安
堂
に
安
置
さ
れ
る
毘
沙
門
天
像
（
十
一
世
紀
）
に
関
す
る
考
察
の
な
か
で
、
邪
鬼
は
後
補
で
は
あ
る
も
の
の

二
邪
鬼
が
配
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
こ
れ
は
天
台
系
の
図
像
集
を
兼
ね
る
『
阿
娑
縛
抄
』
巻
一
三
六
・
毘
沙
門
天
王
（
建
長
元

年
〔
一
二
四
九
〕
成
立
）「
第
三
、
形
像
事
」
の
条
に
み
え
る
一
文
に
符
合
す
る（6
）。

す
な
わ
ち
足
元
に
は
二
頭
の
鬼
神
を
配
し
、
そ
の

身
体
は
い
ず
れ
も
黒
色
で
あ
る
と
説
く
。
ま
た
錦
織
寺
天
安
堂
像
が
鞍
馬
寺
本
尊
像
の
本
来
の
像
容
を
伝
え
る
可
能
性
を
論
じ
る
過

程
で
、
空
海
請
来
の
『
摩
訶
吠
室
囉
末
那
野
提
婆
喝
囉
闍
陀
羅
尼
儀
軌
』
に
お
い
て
、
毘
沙
門
天
像
の
像
容
が
左
手
に
三
叉
戟
を
執

り
、
右
手
は
腰
に
つ
く
と
説
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
託
腰
型
と
し
、
平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
託
腰
型
の
毘
沙
門
天
立
像
と

比
較
し
て
い
る
。
そ
れ
に
際
し
て
二
邪
鬼
を
踏
む
か
否
か
を
検
討
項
目
に
加
え
て
い
る
。
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⑥　

北
進
一
「
四
川
石
窟
に
お
け
る
毘
沙
門
天
像
の
諸
相　

邛
崍
石
筍
山
石
窟
第
二
十
八
号
龕
像
と
大
足
北
山
石
窟
仏
湾
第
五
号
龕

像
を
中
心
に
」（『
和
光
大
学
表
現
学
部
紀
要
』
三
、
二
〇
〇
二
年
）

　

四
川
省
邛
崍
石
筍
山
石
窟
第
二
十
八
号
龕
の
毘
沙
門
天
像
（
唐
・
八
世
紀
後
半
）
に
つ
い
て
、
そ
の
足
元
に
配
さ
れ
た
二
頭
の
鬼

神
に
注
目
す
る
（
図
2
）。
こ
れ
ら
の
鬼
神
は
辟
邪
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
二
頭
の
う
ち
一
頭
は
隋
・
唐

に
か
け
て
顕
著
と
な
る
踏
み
つ
け
ら
れ
る
姿
で
あ
り
、
も
う
一
頭
は
毘
沙
門
天
像
の
脚
に
ま
と
わ
り
つ
き
、
蛇
を
食
い
ち
ぎ
ろ
う
と

す
る
姿
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
北
氏
は
、
と
り
わ
け
後
者
の
造
形
に
着
目
し
、
従
来
の
踏
ま
れ
る
姿
の
鬼
神
と
は
異
な
る
、
新
た
な
図

像
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
毘
沙
門
天
像
の
威
厳
に
畏
怖
し
、
そ
の
脚
に
ま
と
わ
り
つ
く
の
だ

と
解
釈
し
た
。
ま
た
鬼
神
が
咥
え
る
蛇
に
つ
い
て
は
、
中
国
古
来
の
辟
邪
観
念
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
蛇
を
持
物
と
す

る
鎮
墓
獣
や
鎮
墓
神
の
イ
メ
ー
ジ
が
仏
教
美
術
の
鬼
神
に
投
影
さ
れ
、
天
王
像
や
神
将
像
の
足
元
の
鬼
神
の
一
形
式
に
な
っ
た
可
能

性
を
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
中
国
古
来
の
辟
邪
の
イ
メ
ー
ジ
を
保
有
し
た
鬼
神
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
毘
沙
門
天
像
が
よ
り

強
力
な
辟
邪
神
と
し
て
造
ら
れ
て
い
る
と
結
論
づ
け
た
。

⑦　

長
岡
龍
作
「
仏
像
の
意
味
と
上
代
の
世
界
観
―
内
と
外
の
意
識
を
中
心
に
」（『
講
座
日
本
美
術
史
』
三
、
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
五
年
）

　

日
本
の
上
代
に
お
け
る
四
天
王
像
に
関
す
る
議
論
の
な
か
で
、
邪
鬼
の
造
形
と
意
味
に
注
目
す
る
。
ま
ず
こ
の
時
代
の
絵
画
と
彫

像
を
概
観
す
る
と
四
天
王
の
足
元
に
は
、
大
き
く
二
種
類
の
邪
鬼
が
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
踏
み
し
だ
か
れ
る
邪
鬼
と
両
手
で
支

え
る
邪
鬼
が
あ
る
（
図
3
）。
こ
の
う
ち
日
本
で
は
踏
み
し
だ
か
れ
る
邪
鬼
が
彫
像
に
集
中
し
て
あ
ら
わ
れ
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
こ

の
造
形
は
『
大
智
度
論
』
巻
第
十
三
や
第
六
十
五
に
あ
る
よ
う
に
、
六
斎
日
に
現
世
に
あ
ら
わ
れ
て
悪
事
を
な
す
邪
鬼
を
反
映
す
る

と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
四
天
王
が
須
弥
山
か
ら
下
り
て
鬼
を
踏
み
つ
け
る
姿
は
、
悪
の
制
圧
を
象
徴
し
て
い
る
。
さ
ら
に
日
本
の
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邪
鬼
の
造
形
は
、
そ
の
原
型
を
大
陸
や
朝
鮮
半
島
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
上
代
の
日
本
に
お
い
て
は
、
と
く
に
邪
鬼
の
有
無

が
四
天
王
の
居
場
所
を
示
す
指
標
と
な
っ
て
い
た
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
先
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
朝
鮮
半
島
に

お
け
る
感
恩
寺
東
三
層
石
塔
に
よ
り
出
土
し
た
舎
利
容
器
で
あ
る
。
外
函
に
あ
た
る
金
銅
製
の
舎
利
函
の
側
面
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
四

天
王
像
に
は
、
邪
鬼
や
獣
座
が
伴
う
。
一
方
で
舎
利
函
の
中
に
収
め
ら
れ
た
須
弥
壇
と
天
蓋
を
伴
う
舎
利
容
器
内
の
四
天
王
像
に
は

邪
鬼
が
付
随
し
な
い
。
こ
れ
は
邪
鬼
が
外
界
と
触
れ
合
う
あ
う
場
所
に
の
み
い
る
と
い
う
観
念
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
上
代
の
日
本

の
四
天
王
像
と
邪
鬼
の
成
立
背
景
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
事
例
と
な
る
と
し
た
。

⑧　

岩
田
茂
樹
『
大
仏
殿
様
四
天
王
像
に
関
す
る
覚
書
―
東
大
寺
勧
進
所
阿
弥
陀
堂
像
の
紹
介
を
か
ね
て
―
』（『M

U
SE

U
M

』
六

一
二
、
二
〇
〇
七
年
）

　

大
仏
殿
様
四
天
王
像
に
関
す
る
考
察
の
な
か
で
、
邪
鬼
の
形
状
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
指
摘
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
朝
護
孫
子
蔵
『
信

貴
山
縁
起
絵
巻
』
尼
公
巻
（
十
二
世
紀
）
に
描
か
れ
た
創
建
期
東
大
寺
大
仏
殿
の
多
聞
天
像
足
元
の
邪
鬼
が
、
左
に
首
を
向
け
つ
つ

横
顔
を
踏
ま
れ
、
左
足
を
前
に
投
げ
出
す
と
い
う
特
徴
的
な
姿
勢
で
あ
る
。
こ
の
造
形
が
鎌
倉
再
建
を
契
機
と
し
て
広
が
っ
た
「
大

仏
殿
様
四
天
王
像
」
の
系
譜
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
和
歌
山
・
金
剛
峯
寺
像
、
岐
阜
・
長
瀧
寺
像
、
奈
良
・
東
大

寺
戒
壇
院
千
手
堂
像
、
東
大
寺
勧
進
所
阿
弥
陀
堂
像
の
多
聞
天
邪
鬼
（
図
4
）
に
、
同
様
の
ポ
ー
ズ
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る（7
）。

⑨　

副
島
弘
道
「
願
成
就
院
」（『
関
東
の
仏
像
』
大
正
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）

　

運
慶
が
制
作
し
た
静
岡
・
願
成
就
院
の
毘
沙
門
天
像
（
文
治
二
年
〔
一
一
八
六
〕）
に
つ
い
て
、『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成　

鎌

倉
時
代　

造
像
銘
記
篇
』
一
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）
で
は
邪
鬼
を
後
補
と
判
断
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
副
島
氏
は

再
調
査
に
お
い
て
邪
鬼
の
腹
面
に
施
さ
れ
た
入
念
な
彫
刻
表
現
に
着
目
し
（
図
5
）、
邪
鬼
も
概
ね
造
立
当
初
の
造
形
と
考
え
ら
れ
る
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と
評
価
し
て
、
運
慶
作
に
よ
る
基
準
作
例
と
し
て
彫
刻
史
上
に
位
置
付
け
た
。

⑩　

奥
健
夫
「
滋
賀
・
天
満
神
社
天
王
像
に
つ
い
て
―
鉈
彫
成
立
論
と
の
関
連
で
―
」（『
仏
教
芸
術
』
三
三
七
、
二
〇
一
五
年
）、
そ

の
後
『
仏
教
彫
像
の
制
作
と
受
容
―
平
安
時
代
を
中
心
に
―
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
九
年
に
所
収
）

　

滋
賀
・
天
満
神
社
に
伝
わ
る
天
王
立
像
（
十
世
紀
）
は
、
鑿
痕
を
つ
け
て
表
面
を
仕
上
げ
る
技
法
、
い
わ
ゆ
る
鉈
彫
像
の
成
立
と

邪
鬼
表
現
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
作
例
で
あ
る
。
論
文
に
よ
れ
ば
、
四
天
王
像
に
付
随
す
る
邪
鬼
に
鉈
彫
技
法
が
用

い
ら
れ
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
鑿
痕
の
顕
示
そ
の
も
の
が
、
鬼
神
と
し
て
の
属
性
を
あ
ら
わ
す
象
徴
的
な

意
味
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
。
そ
の
後
、
こ
の
技
法
は
神
像
や
仏
菩
薩
像
に
対
し
て
も
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

可
能
性
を
提
示
す
る
。

（
二
）
法
隆
寺
金
堂
四
天
王
像
の
邪
鬼
に
関
す
る
研
究

　

先
行
研
究
に
お
い
て
、
特
定
の
邪
鬼
に
注
目
し
た
論
文
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
法
隆
寺
金
堂
四
天
王
像
邪
鬼
（
以
下
、
法
隆
寺
像

邪
鬼
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
徴
的
な
造
形
か
ら
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
（
図
6
）。
以
下
、
そ
の
な
か
か
ら
松
本
栄
一
氏
、
中
西

聰
氏
、
岩
田
茂
樹
氏
、
清
水
真
澄
氏
の
論
文
を
と
り
上
げ
る
。

⑪　

松
本
栄
一
「
法
隆
寺
金
堂
四
天
王
と
七
星
剱
」（『
國
華
』
四
四
一
、
一
九
二
七
年
）

　

空
の
拳
を
握
り
、
何
か
を
奉
じ
る
姿
の
邪
鬼
に
つ
い
て
、『
別
尊
雑
記
』
所
収
の
大
阪
・
四
天
王
寺
四
天
王
像
と
の
類
似
を
ふ
ま
え

つ
つ
、「
御
物
（
元
々
の
宝
剣
）
の
寸
法
を
度
っ
て
、
之
を
二
天
の
掌
の
孔
、
邪
鬼
の
右
手
の
孔
の
寸
法
と
照
合
し
て
み
る
と
、
ぴ
っ

た
り
符
合
す
る
」
と
し
て
、
持
国
天
と
増
長
天
の
邪
鬼
が
そ
れ
ぞ
れ
七
星
剣
・
無
文
剣
の
鞘
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
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⑫　

中
西
聰
「
法
隆
寺
金
堂
四
天
王
像
と
邪
鬼
」（『
密
教
図
像
』
十
、
一
九
九
一
年
）

　

法
隆
寺
像
邪
鬼
に
つ
い
て
、
本
体
よ
り
も
大
き
な
体
軀
で
あ
る
こ
と
、
手
指
が
五
本
で
あ
る
こ
と
、
背
中
に
布
が
あ
る
こ
と
、
角

を
有
す
る
牛
頭
や
異
形
の
面
部
を
有
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
源
流
を
論
じ
る
。
こ
の
う
ち
、
ま
ず
特
異
な
形
態
に
つ
い
て
は
、

人
間
が
仮
面
を
被
り
う
ず
く
ま
っ
た
姿
を
造
形
化
し
た
も
の
と
解
釈
し
、
異
形
の
面
部
に
つ
い
て
は
古
代
中
国
の
鬼
神
で
牛
の
角
を

有
す
る
蚩
尤
神
と
の
関
連
を
指
摘
し
、
他
の
三
邪
鬼
に
つ
い
て
は
鎮
墓
神
と
の
関
連
を
論
じ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
と
の
関
連
性
を
ふ

ま
え
、
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
邪
鬼
が
宝
剣
の
鞘
を
握
る
」
と
い
う
解
釈
を
離
れ
て
、
鉞
や
蛇
を
握
っ
て
い
た
可
能
性
を
提
示
す

る
。
と
く
に
鬼
神
が
蛇
を
握
る
根
拠
と
し
て
、
北
宋
の
太
平
興
国
五
年
（
九
八
二
）、
施
護
訳
の
『
守
護
大
千
国
土
経
』
に
注
目
す

る
。
同
経
に
は
、
薬
叉
・
羅
刹
・
矩
畔
拏
・
彦
達
嚩
・
歩
多
と
い
っ
た
鬼
神
た
ち
が
蛇
を
手
に
取
り
、
松
明
を
掲
げ
る
様
相
が
説
か

れ
て
い
る（8
）。

⑬　

岩
田
茂
樹
『
法
隆
寺
金
堂
四
天
王
立
像
・
補
遺
』（『M

U
SE

U
M

』
六
二
三
、
二
〇
〇
九
年
）

　

本
像
の
伝
来
、
各
部
位
の
当
初
の
組
み
合
わ
せ
、
持
物
、
造
形
の
淵
源
、
制
作
分
担
の
問
題
、
夢
殿
救
世
観
音
像
と
の
関
連
か
ら

な
る
一
連
の
論
文
に
お
い
て
、
持
物
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
新
た
な
見
解
を
提
示
す
る
。
す
な
わ
ち
平
成
九
〜
十
二
年
度
に
か
け

て
行
わ
れ
た
修
理
報
告
に
基
づ
き
な
が
ら
、
ま
ず
は
持
物
の
入
れ
替
わ
り
が
あ
る
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
た
。
と
く
に
、
本
来
、
広
目

天
像
分
と
考
え
ら
れ
る
戟
を
、
現
在
の
増
長
天
像
が
握
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
方
で
広
目
天
像
の
両
手
は
す
で
に
持
物
が
収

ま
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
を
補
う
も
の
と
し
て
修
理
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
邪
鬼
の
握
り
手
内
部
の
形
状
に
注
目
し
、
広
目
天
像
邪

鬼
の
左
手
の
握
り
手
の
か
た
ち
が
、
戟
の
石
突
部
を
思
わ
せ
る
形
状
に
整
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
か
ね
て
よ

り
類
似
が
指
摘
さ
れ
る
滋
賀
・
常
楽
寺
所
蔵
の
絹
本
著
色
釈
迦
如
来
及
四
天
王
像
（
十
三
〜
十
四
世
紀
）
に
改
め
て
注
目
し
つ
つ
、

法
隆
寺
像
の
場
合
に
も
、
四
頭
の
邪
鬼
が
そ
れ
ぞ
れ
両
手
に
何
か
を
握
っ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
持
国
天
・
増
長
天
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像
の
七
星
剣
・
無
文
剣
の
み
な
ら
ず
、
広
目
天
・
多
聞
天
像
に
も
か
つ
て
剣
が
付
属
し
、
邪
鬼
が
右
手
に
刀
身
を
収
め
た
鞘
の
鐺
を

握
っ
て
い
た
可
能
性
を
提
示
す
る
。

⑭　

清
水
真
澄
「
法
隆
寺
金
堂
持
国
天
像
の
牛
頭
人
身
形
邪
鬼
に
つ
い
て
」（『
博
物
館
学
年
報
』
四
十
、
二
〇
〇
九
年
）

　

持
国
天
の
足
元
に
配
さ
れ
る
邪
鬼
が
牛
頭
人
身
の
姿
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
背
景
と
意
味
を
論
じ
る
。
ま
ず
神
将
像
の
足

元
に
配
さ
れ
る
牛
や
羊
と
い
っ
た
獣
座
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
で
は
な
く
中
国
の
墓
装
美
術
の
影
響
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
と
い

う
。
と
く
に
五
本
指
の
手
足
に
象
徴
さ
れ
る
人
間
に
近
い
造
形
の
源
流
は
、
中
国
北
魏
か
ら
隋
に
至
る
ま
で
の
間
に
流
行
し
た
牛
神

王
像
を
は
じ
め
と
す
る
神
王
像
に
求
め
ら
れ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
牛
の
造
形
が
も
つ
意
味
に
つ
い
て
は
、
中
国
古
代
の
神
仏
集
合
の

思
想
背
景
を
ふ
ま
え
、
樹
神
の
象
徴
で
あ
る
牛
や
羊
が
仏
法
に
帰
依
す
る
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
神
将
像
の
台
座
と
し
て
採
用

さ
れ
た
可
能
性
を
提
示
す
る
。

（
三
）
そ
の
他
の
鬼
神
像
・
異
形
像
に
関
す
る
研
究

　

こ
こ
ま
で
、
神
将
像
の
足
元
の
邪
鬼
に
関
す
る
先
行
研
究
を
中
心
に
整
理
を
試
み
て
き
た
が
、
そ
の
ほ
か
の
鬼
神
に
関
す
る
研
究

の
な
か
に
も
、
足
元
の
邪
鬼
の
造
形
的
特
徴
や
象
徴
的
意
味
を
考
察
す
る
う
え
で
重
要
な
指
摘
が
見
出
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
と
り

わ
け
以
下
に
挙
げ
る
、
薬
師
寺
金
堂
薬
師
如
来
像
台
座
の
異
形
像
、
京
都
・
北
野
天
満
宮
所
蔵
の
鬼
神
像
、
元
興
寺
中
門
の
鬼
神
像

に
関
す
る
先
行
研
究
の
議
論
の
な
か
に
は
、
足
元
に
置
か
れ
る
邪
鬼
に
通
底
す
る
議
論
が
あ
る
。

⑮　

浅
湫
毅
「
薬
師
寺
金
堂
本
尊
台
座
の
異
形
像
に
つ
い
て
」（『
仏
教
芸
術
』
二
〇
八
、
一
九
九
三
年
）

　

薬
師
寺
金
堂
薬
師
如
来
像
の
台
座
に
表
さ
れ
た
異
形
像
（
八
世
紀
）
に
つ
い
て
、
そ
の
容
貌
を
手
が
か
り
に
造
形
的
性
格
と
起
源

を
論
じ
る
。
従
来
、
鬼
神
像
は
逆
立
っ
た
髪
（
逆
髪
）
が
多
く
用
い
ら
れ
る
が
、
本
像
の
異
形
は
巻
毛
で
造
形
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
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を
中
国
・
唐
代
に
お
け
る
鬼
神
像
の
新
様
式
と
位
置
付
け
た
。
さ
ら
に
当
時
の
人
々
が
南
洋
に
羅
刹
の
国
を
想
起
し
て
い
た
こ
と
、

ま
た
南
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
崑
崙
奴
が
巻
毛
を
特
徴
と
し
て
い
た
点
に
注
目
し
、
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
悪
鬼

や
羅
刹
の
造
形
に
反
映
さ
れ
た
可
能
性
を
提
示
す
る
。
と
り
わ
け
韓
国
・
四
天
王
寺
緑
釉
塼
に
表
さ
れ
た
神
将
像
足
元
の
鬼
神
（
統

一
新
羅
・
文
武
王
十
九
年
〔
六
七
九
〕
頃
）
と
の
造
形
的
な
近
似
を
指
摘
し
（
図
7
）、
薬
師
寺
の
異
形
像
を
東
ア
ジ
ア
に
広
が
る
鬼

神
表
現
の
文
脈
の
な
か
で
捉
え
て
い
る
。

⑯　

稲
木
吉
一
「
元
興
寺
中
門
夜
叉
像
へ
の
ま
な
ざ
し
―
説
話
・
図
像
・
様
式
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
大
橋
一
章
博
士
古
稀
記
念
会
編

『
て
ら
ゆ
き
め
ぐ
れ　

大
橋
一
章
博
士
古
稀
記
念
美
術
史
論
集
』、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
三
年
）

　

元
興
寺
中
門
の
夜
叉
像
に
つ
い
て
、
そ
の
来
歴
と
説
話
と
の
関
係
を
整
理
し
、
霊
像
視
さ
れ
た
経
緯
や
造
形
上
の
問
題
に
つ
い
て
、

美
術
史
的
な
観
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
と
く
に
元
興
寺
の
夜
叉
像
が
興
福
寺
中
門
の
夜
叉
像
と
同
様
に
「
蛇
を
と
る
」
姿
で
あ
る

こ
と
に
着
目
し
、
天
平
時
代
の
造
像
に
お
い
て
、
す
で
に
こ
の
図
像
が
採
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
こ
の
図
像
の
典
拠

は
盛
唐
期
に
求
め
ら
れ
る
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
大
江
親
通
が
記
し
た
『
七
大
寺
日
記
』（
十
二
世
紀
）
に
お
い
て
、
元
興
寺
中
門

の
夜
叉
像
が
「
言
語
道
断
」「
心
ヲ
静
テ
可
見
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
表
現
は
天
平
彫
刻
な
ら
で
は
の
、
迫
真
的
造
形

力
を
前
提
と
し
て
初
め
て
成
立
す
る
評
価
で
あ
る
と
す
る
。

⑰　

伊
東
史
朗
「
木
造
鬼
神
像
」（『
國
華
』
一
三
三
八
、
二
〇
〇
七
年
、
そ
の
後
『
神
像
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
二
二
年
に

所
収
）

　

京
都
・
北
野
天
満
宮
所
蔵
の
木
造
の
鬼
神
像
に
つ
い
て
年
輪
年
代
測
定
を
行
い
、
測
定
結
果
が
十
世
紀
末
頃
を
示
す
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
（
図
8
）。
ど
ん
ぐ
り
眼
を
特
徴
と
す
る
お
お
ら
か
な
面
相
表
現
が
同
時
代
の
清
凉
寺
や
法
隆
寺
講
堂
の
四
天
王
像
邪
鬼

（
正
暦
元
年
〔
九
九
〇
〕
頃
）（
図
9
）
に
通
じ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
鬼
神
の
時
代
様
式
を
提
示
す
る
。
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（
四
）
小
括

　

以
上
の
よ
う
に
邪
鬼
に
特
化
し
た
研
究
は
限
ら
れ
る
も
の
の
、
研
究
史
を
辿
る
と
、
ま
ず
近
現
代
に
編
纂
さ
れ
た
彫
刻
史
の
基
礎

資
料
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
邪
鬼
が
四
天
王
像
の
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
調
査
記
録
の
対
象
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
つ
い
で
、
戦
後
一
九
五
〇
年
代
以
降
、
決
し
て
多
く
は
な
い
も
の
の
、
像
全
体
の
意
味
を
深
め
る
論
文
の
な
か
で
、
邪
鬼
の
意

味
や
変
遷
に
目
を
向
け
た
研
究
が
認
め
ら
れ
、
通
史
的
な
視
点
で
邪
鬼
を
論
じ
る
萌
芽
が
あ
る
。
一
九
七
〇
年
〜
八
〇
年
代
に
は
、

邪
鬼
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
が
一
時
的
に
み
ら
れ
な
く
な
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
は
状
況
が
変
化
し
、
四
天
王
像
や
毘
沙
門

天
像
の
再
検
討
が
進
む
な
か
で
、
再
び
足
元
に
置
か
れ
た
邪
鬼
の
造
形
や
図
像
の
意
味
を
捉
え
な
お
す
論
文
が
散
見
す
る
よ
う
に
な

る
。
ま
た
こ
れ
ら
先
行
研
究
の
着
眼
点
を
総
括
す
る
と
、
頭
数
、
髪
型
表
現
、
手
足
の
指
の
数
、
角
の
有
無
、
持
物
の
有
無
や
種
類

に
、
邪
鬼
の
時
代
様
式
や
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
理
解
す
る
た
め
の
手
が
か
り
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

四
、
広
域
的
視
野
か
ら
み
た
邪
鬼
の
研
究
状
況

　

イ
ン
ド
・
中
国
・
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
神
将
像
お
よ
び
鬼
神
に
関
す
る
研
究
は
膨
大
で
あ
り
、
全
体
を
網
羅
す
る
こ
と
は
本
稿
の

目
的
の
範
囲
を
超
え
る
。
そ
の
た
め
、
以
下
で
は
筆
者
の
課
題
に
直
結
し
、
と
り
わ
け
示
唆
を
得
た
先
行
研
究
を
中
心
に
紹
介
す
る
。

（
一
）
イ
ン
ド
初
期
仏
教
図
像
の
四
天
王
と
鬼
神
に
関
す
る
研
究

　

中
国
お
よ
び
朝
鮮
半
島
の
鬼
神
、
あ
る
い
は
日
本
の
邪
鬼
の
形
成
に
関
わ
る
背
景
を
理
解
す
る
た
め
、
イ
ン
ド
初
期
仏
教
に
お
け
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る
神
将
像
と
鬼
神
の
基
本
的
な
展
開
を
概
観
す
る
論
文
を
と
り
上
げ
た
い
。

⑱　

金
香
淑
「
イ
ン
ド
の
四
天
王
の
図
像
的
特
徴
」（『
密
教
図
像
』
十
五
、
一
九
九
六
年
）

　

金
氏
に
よ
れ
ば
、
乗
物
を
伴
う
四
天
王
は
、
紀
元
前
一
世
紀
頃
の
作
と
さ
れ
る
バ
ー
ル
フ
ト
の
欄
楯
隅
柱
の
ク
ベ
ー
ラ
・
ヤ
ク
シ
ャ

（
毘
沙
門
天
に
相
当
）
と
ヴ
ィ
ル
ー
ダ
カ
・
ヤ
ク
シ
ャ
（
増
長
天
に
相
当
）
の
み
で
あ
る
と
い
う
。
前
者
で
は
小
人
形
の
ヤ
ク
シ
ャ
あ

る
い
は
ナ
ラ
（
人
間
）
と
考
え
ら
れ
る
男
性
、
後
者
は
樹
木
や
岩
山
、
洞
窟
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
台
座
の
上
に
乗
る
。
四
天
王
の
出
自

が
ヤ
ク
シ
ャ
に
あ
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
ヤ
ク
シ
ャ
が
精
霊
神
と
し
て
聖
樹
や
大
地
、
水
の
精
霊
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
の
上
に
乗
る
と
解
釈
し
、
台
座
は
上
に
立
つ
神
々
の
出
自
や
性
格
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
定
義
し
た
。
四
天
王
の
乗
物
に
つ

い
て
記
し
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
の
経
典
は
あ
ま
り
な
い
も
の
の
、『
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
ダ
ル
モ
ッ
タ
ラ
』
で
は
「
ク
ー
ベ
ラ
（
毘
沙
門

天
）
の
宮
殿
の
象
徴
は
ナ
ラ
（
人
間
）
で
あ
り
、
ナ
ラ
と
住
む
の
み
な
ら
ず
、
ナ
ラ
を
乗
物
と
す
る
」
と
記
さ
れ
る
と
い
う
。
ま
た

漢
訳
『
阿
薄
倶
元
師
大
将
上
仏
陀
経
修
行
儀
軌
経
』
で
は
、「
毘
沙
門
天
の
乗
物
は
ヤ
ク
シ
ャ
（
薬
叉
）」
と
あ
り
、『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス

ト
ゥ
』『
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
』『
仏
本
行
集
経
』
な
ど
で
は
「
ヤ
ク
シ
ャ
は
四
天
王
の
眷
属
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
、
四
天
王
と
ヤ
ク

シ
ャ
の
関
係
が
深
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
こ
と
明
ら
か
に
し
た
。

⑲　

永
田
郁
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
ヤ
ク
シ
ャ
信
仰
と
仏
教
美
術
の
形
成
―
四
天
王
と
そ
の
眷
属
の
鬼
神
を
中
心
に
―
」（『
ア
ジ
ア
仏

教
美
術
論
集
』
南
ア
ジ
ア
一　

マ
ウ
リ
ヤ
朝
〜
グ
プ
タ
朝
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
二
〇
年
）

　

四
天
王
と
そ
の
眷
属
の
鬼
神
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
文
献
と
造
形
の
両
面
か
ら
考
察
す
る
。
永
田
氏
は
文
献
上
で
は
四
天
王
が
多

く
の
鬼
神
を
従
え
、
仏
教
が
こ
う
し
た
鬼
神
を
取
り
込
み
階
層
化
し
て
い
く
過
程
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
方
で

文
献
に
比
べ
て
造
形
が
体
系
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
古
代
イ
ン
ド
初
期
の
仏
教
美
術
の
実
作
例
に
基
づ
き
整
理
を
試
み
て
い

る
。
た
と
え
ば
四
天
王
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
眷
属
、
す
な
わ
ち
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
（
乾
闥
婆
）、
ク
ン
バ
ー
ダ
（
鳩
槃
茶
）、
ナ
ー
ガ
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（
龍
）、
ヤ
ク
シ
ャ
（
鬼
神
・
薬
叉
）
も
文
献
上
で
は
主
従
関
係
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
明
確
に
反
映
し
た
作
例
は
乏
し
く
、
鬼
神

た
ち
は
建
築
装
飾
や
仏
伝
図
に
展
開
す
る
。
こ
う
し
た
多
様
な
鬼
神
の
イ
メ
ー
ジ
の
背
景
に
は
シ
ュ
ン
ガ
朝
以
降
に
本
格
的
に
展
開

し
た
仏
教
美
術
の
中
で
、
そ
れ
以
前
の
壮
麗
淡
麗
な
鬼
神
が
、
低
級
な
鬼
神
へ
と
転
落
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
と
い
う
。

（
二
）
中
国
の
鬼
神
に
関
す
る
先
行
研
究

　

中
国
に
お
け
る
鬼
神
に
関
す
る
論
文
の
な
か
に
は
、
仏
教
的
要
素
の
影
響
を
受
け
て
展
開
し
た
、
唐
代
の
鎮
墓
天
王
俑
の
足
元
の

鬼
神
に
注
目
し
た
も
の
が
あ
る（9
）。

ま
た
、「
夜
叉
」
と
い
う
用
語
そ
の
も
の
に
言
及
し
、
受
容
の
あ
り
方
を
論
じ
た
研
究
も
み
ら
れ

る
が（10
）、

こ
こ
で
は
イ
ン
ド
に
端
を
発
し
、
仏
教
美
術
の
な
か
で
展
開
し
て
き
た
鬼
神
像
の
造
形
変
遷
を
論
じ
た
李
淞
氏
の
論
文
を
紹

介
す
る
。

⑳　

李
淞
「
略
論
早
期
天
王
圖
像
及
其
西
方
來
源
（
初
期
の
天
王
図
像
と
そ
の
西
方
起
源
に
つ
い
て
の
略
論
）」（『
长
安
艺
术
与
宗
教

文
明
』
北
京
、
二
〇
〇
二
年
）

　

中
国
に
お
け
る
天
王
像
足
元
の
鬼
神
表
現
の
展
開
を
概
観
し
た
論
文
で
あ
る
。
李
氏
は
中
国
に
お
け
る
仏
教
の
天
王
（
守
門
神
）

図
像
の
起
源
に
イ
ン
ド
仏
教
美
術
の
影
響
を
指
摘
し
、
そ
の
な
か
で
天
王
像
の
足
元
の
鬼
神
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
鬼
神
を
踏

む
形
式
は
、
中
国
で
は
南
北
朝
時
代
に
始
ま
り
、
隋
・
唐
代
に
は
天
王
像
に
不
可
欠
な
要
素
と
な
る
と
い
う
。
イ
ン
ド
の
ヤ
ク
シ
ャ

の
造
形
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
こ
に
は
男
女
の
区
別
が
あ
り
、
バ
ー
ル
フ
ッ
ト
や
マ
ト
ゥ
ラ
で
は
壮
健
で
優
美
な
男
女
の
裸
体
立
像

が
造
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
足
元
に
は
匍
匐
す
る
小
人
の
姿
の
低
級
の
ヤ
ク
シ
ャ
も
確
認
で
き
、
こ
れ
を
李
氏
は
「
尊
像
が
鬼
神
を
踏

む
最
古
の
起
源
」
と
位
置
付
け
て
い
る
。
こ
の
ヤ
ク
シ
ャ
像
が
中
国
に
伝
わ
る
と
、
強
健
で
矮
小
な
男
性
像
と
し
て
定
着
し
、
天
王

の
足
元
で
異
形
の
姿
を
と
り
、
そ
の
威
力
を
引
き
立
て
る
存
在
へ
と
転
化
す
る
と
い
う
。
ま
た
仏
教
経
典
に
お
け
る
ヤ
ク
シ
ャ
（
鬼
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神
、
夜
叉
）
の
性
格
は
多
様
で
、
正
法
の
守
護
神
と
さ
れ
る
一
方
、
邪
悪
な
存
在
と
み
な
す
記
述
も
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
二
面
性

を
背
景
に
、
中
国
の
造
像
で
は
、
鬼
神
は
天
王
の
神
性
を
象
徴
す
る
た
め
に
造
形
さ
れ
た
力
強
く
奇
怪
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
、
し

か
も
単
独
で
は
な
く
天
王
と
対
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。
ま
た
鬼
神
を
踏
む
図
像
は
、
邪
悪
な
勢
力

の
象
徴
で
あ
る
と
同
時
に
天
王
の
部
衆
と
し
て
の
性
格
も
帯
び
、
そ
の
意
味
は
個
別
作
例
の
具
体
的
な
文
脈
と
解
読
者
に
よ
っ
て
変

化
す
る
と
述
べ
る
。

（
三
）
朝
鮮
半
島
の
鬼
神
に
関
す
る
先
行
研
究

　

朝
鮮
半
島
の
作
例
に
つ
い
て
は
、
以
下
示
す
よ
う
に
、
朴
亨
國
氏
が
主
要
な
事
例
を
網
羅
的
に
取
り
上
げ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
分

類
し
、
造
形
の
特
徴
や
意
味
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
一
方
、
イ
ム
・
ヨ
ン
エ
氏
は
朝
鮮
半
島
の
鬼
神
像
に
目
を
向
け
つ
つ
、

善
と
悪
と
い
う
二
元
的
な
鬼
神
の
属
性
を
造
形
に
認
め
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
鬼
神
像
の
展
開
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
考
察
を
進
め

て
い
る
。

㉑　

朴
亨
國
「
韓
国
の
四
天
王
像
の
図
像
に
つ
い
て
」（
朴
亨
國
研
究
代
表
『
韓
国
の
浮
彫
形
態
の
仏
教
集
合
尊
像
（
四
仏
・
五
大
明

王
・
四
天
王
・
八
部
衆
）
に
関
す
る
総
合
調
査
』
所
収
、
科
学
研
究
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
海
外
）
研
究
成
果
報
告
書　

平

成
十
六
年
度
〜
平
成
十
八
年
度
、
二
〇
〇
八
年
）

　

朝
鮮
半
島
に
お
け
る
四
天
王
像
の
図
像
変
遷
に
つ
い
て
は
、
朴
氏
が
統
一
新
羅
時
代
か
ら
高
麗
時
代
に
か
け
て
の
通
史
的
整
理
を

行
っ
た
。
舎
利
容
器
や
石
塔
な
ど
に
表
さ
れ
た
四
天
王
像
を
対
象
に
、
頭
部
表
現
・
持
物
構
成
・
台
座
形
式
の
三
点
か
ら
変
遷
を
分

析
し
、
台
座
形
式
を
「
山
羊
瑞
獣
＋
鬼
」「
鬼
」「
雲
」「
天
衣
」「
岩
」「
天
衣
＋
岩
」「
雲
＋
鬼
」「
鬼
＋
地
天
女
」「
無
」
の
九
類
型

に
分
類
し
た
。
と
り
わ
け
初
期
の
作
例
で
は
感
恩
寺
址
の
舎
利
容
器
に
み
ら
れ
る
山
羊
と
鬼
の
組
み
合
わ
せ
に
注
目
し
、
山
羊
が
再
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生
を
象
徴
す
る
瑞
獣
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
国
の
鎮
墓
獣
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
石
窟
庵
の
四
天
王
像
と
鬼
神
（
統
一

新
羅
・
景
徳
王
十
年
〔
七
五
一
〕）
の
造
形
の
影
響
が
長
く
及
ぶ
こ
と
、
一
方
で
九
世
紀
以
降
は
雲
、
天
衣
、
岩
座
を
用
い
る
こ
と

で
、
上
に
立
つ
像
が
山
頂
や
虚
空
に
立
つ
神
格
的
存
在
と
し
て
表
現
さ
れ
る
傾
向
も
強
ま
る
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。

㉒　

임
영
애
（
イ
ム
・
ヨ
ン
エ
）「
고
대
　
불
교
조
각
의　

生
霊
座　

형
상
과
　
그
의
미
（
古
代
仏
教
彫
刻
の
生
霊
座
、
形
象
と
そ

の
意
味
）」（『
中
央
ア
ジ
ア
研
究
』
十
九
、
坡
州
、
二
〇
一
四
年
）

　

イ
ム
氏
は
、
イ
ン
ド
・
中
国
・
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
神
将
像
の
足
元
に
み
ら
れ
る
「
生
霊
座
」
の
造
形
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
検

討
し
、
と
り
わ
け
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
特
徴
に
つ
い
て
大
陸
と
の
関
係
に
注
目
す
る
。「
生
霊
座
」
は
、
日
本
に
お
け
る
「
邪
鬼
」
に

相
当
す
る
朝
鮮
半
島
独
自
の
呼
称
で
あ
り
、
人
間
の
姿
を
し
た
異
形
の
も
の
と
、
動
物
の
姿
を
し
た
も
の
の
二
種
に
大
別
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
台
座
形
式
は
、
中
国
で
は
六
世
紀
以
降
に
登
場
し
、
七
世
紀
中
頃
か
ら
四
天
王
像
の
普
及
に
伴
っ
て
多
様
化
す
る

と
い
う
。
た
と
え
ば
四
川
省
出
土
の
石
像
釈
迦
諸
尊
像
（
梁
・
普
通
四
年
〔
五
二
三
〕）
な
ど
に
は
、
四
つ
這
い
で
背
中
の
上
の
像
を

支
え
る
人
間
型
の
鬼
神
が
み
ら
れ
、
隋
代
に
は
鹿
、
唐
代
に
は
複
数
の
鬼
神
が
登
場
す
る
な
ど
、
そ
の
表
現
は
時
代
と
と
も
に
展
開

す
る
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
て
、
朝
鮮
半
島
で
も
、
感
恩
寺
址
や
石
窟
庵
に
人
間
型
と
動
物
型
の
両
方
が
確
認
さ
れ
る

と
い
う
。

　

動
物
型
の
鬼
神
が
表
現
さ
れ
る
背
景
に
つ
い
て
イ
ム
氏
は
、
北
魏
時
代
（
三
八
六
〜
五
三
四
）
に
曇
曜
が
訳
し
た
『
大
吉
義
神
呪

経
』
を
挙
げ
る
。
同
経
で
は
鬼
神
や
羅
刹
が
師
子
（
獅
子
）、
象
、
虎
、
鹿
、
馬
、
牛
、
驢
駝
、
羊
と
い
っ
た
動
物
に
変
化
す
る
こ
と

が
説
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
獣
形
の
台
座
表
現
に
通
じ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
朝
鮮
半
島
で
は
、
次
第
に
人
間
型
が
主
流
と
な
る

が
、
人
間
型
に
は
「
支
え
る
」
造
形
と
「
踏
ま
れ
る
」
造
形
と
い
う
二
つ
の
造
形
の
違
い
が
あ
り
、
こ
れ
が
邪
鬼
の
本
質
的
な
意
味

を
担
う
と
述
べ
て
い
る
。
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（
四
）
小
括

　

本
章
で
と
り
あ
げ
た
イ
ン
ド
・
中
国
・
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
先
行
研
究
は
、
い
ず
れ
も
鬼
神
像
を
広
域
的
な
文
脈
の
な
か
で
位
置

付
け
、
そ
の
成
立
背
景
や
造
形
的
変
遷
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
は
四
天
王
と
ヤ
ク
シ
ャ
と
の
密
接
な
関
係

が
文
献
と
造
形
の
両
側
面
か
ら
検
討
さ
れ
、
中
国
で
は
南
北
朝
か
ら
唐
代
に
か
け
て
鬼
神
を
天
王
像
に
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
捉
え

る
視
点
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
朝
鮮
半
島
で
は
通
史
的
整
理
や
類
型
化
を
通
じ
て
鬼
神
表
現
の
多
様
性
と
変
遷
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

さ
ら
に
イ
ム
氏
㉒
が
、
人
間
型
が
主
流
と
な
る
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
造
形
を
「
支
え
る
」
か
「
踏
ま
れ
る
」
か
と
い
う
善
悪
二
元

の
属
性
表
現
に
分
類
し
て
論
じ
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、
こ
の
視
点
は
筆
者
を
含
む
日
本
の
先
行
研
究
に
お
け
る
類
型
化
の
方
法

に
着
想
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
い
う（11
）。

イ
ム
氏
の
引
用
を
通
じ
て
、
こ
の
分
類
方
法
が
朝
鮮
半
島
を
含
む
広
域
的
な
研
究
に
お
い
て

も
応
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
そ
の
汎
用
性
が
裏
付
け
ら
れ
た
と
い
え
る
。

　

広
域
的
な
地
域
を
視
野
に
含
め
た
造
形
的
お
よ
び
思
想
的
な
展
開
の
な
か
で
、
共
通
点
や
相
違
点
に
注
目
し
な
が
ら
日
本
の
邪
鬼

を
捉
え
る
こ
と
で
、
そ
の
特
質
や
意
味
を
、
よ
り
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

五
、
日
本
の
邪
鬼
研
究
に
お
け
る
問
題
の
所
在

　

以
上
を
踏
ま
え
つ
つ
改
め
て
日
本
の
邪
鬼
研
究
に
目
を
向
け
る
と
、
固
有
の
課
題
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
以
下
で

は
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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（
一
）
研
究
対
象
と
時
代
区
分
の
偏
り

　

先
行
研
究
の
整
理
か
ら
導
か
れ
る
、
日
本
の
邪
鬼
研
究
の
課
題
の
ひ
と
つ
は
、
研
究
対
象
や
範
囲
が
著
し
く
限
定
さ
れ
て
き
た
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
議
論
は
飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
偏
重
し
、
平
安
時
代
以
降
の
多
様
な
展
開
が
十
分
に
は
議
論
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
た
し
か
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
、
四
天
王
像
や
毘
沙
門
天
像
の
研
究
の
一
部
と
し
て
邪
鬼
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
機
会

は
増
え
た
も
の
の
、
そ
の
多
く
は
付
随
的
な
言
及
に
と
ど
ま
り
、
体
系
的
な
比
較
や
通
史
的
な
視
野
の
形
成
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

ま
た
法
隆
寺
像
邪
鬼
は
、
そ
の
特
異
な
造
形
ゆ
え
に
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
、
研
究
史
上
、
大
き
な
位
置
を
占
め
て
き
た
。
一
方
で

こ
の
一
例
と
奈
良
時
代
の
邪
鬼
と
の
違
い
に
議
論
が
集
中
し
た
結
果
、
そ
れ
以
降
の
邪
鬼
の
変
化
に
は
あ
ま
り
目
が
向
け
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
通
史
の
整
理
に
お
い
て
、
猪
川
氏
①
は
法
隆
寺
像
邪
鬼
を
類
例
稀
な
特
異
な
造
形
と
し
て
通
史
か
ら
切
り
離

し
、
日
本
の
邪
鬼
は
奈
良
時
代
に
完
成
し
た
典
型
が
継
承
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
る
。
戸
花
氏
③
も
、
法
隆
寺
像
邪
鬼
が
五
指
で
あ
る

の
に
対
し
、
八
世
紀
に
入
る
と
三
指
・
四
指
が
主
流
と
な
る
点
に
注
目
し
、
八
世
紀
を
境
に
邪
鬼
が
悪
鬼
的
属
性
を
強
め
た
こ
と
が

造
形
に
も
反
映
し
た
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
す
る
。
個
別
の
作
品
研
究
に
お
い
て
、
法
隆
寺
像
邪
鬼
や
薬
師
寺
金
堂
本
尊
台
座
の
異

形
像
に
議
論
が
集
中
す
る
こ
と
も
、
こ
の
問
題
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

　

そ
の
な
か
で
、
奈
良
時
代
以
降
の
展
開
を
画
一
化
せ
ず
に
各
時
代
の
作
風
に
着
目
し
、
江
戸
時
代
の
作
例
ま
で
視
野
を
広
げ
た
水

尾
氏
②
の
論
文
は
造
形
史
を
長
期
的
に
見
通
す
た
め
の
重
要
な
観
点
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
神
将
像
に
関
す
る
研
究
の
一
部
と
し
て

も
の
が
大
半
を
占
め
る
が
、
天
台
系
の
図
像
継
承
に
お
い
て
「
二
邪
鬼
」
が
要
素
の
一
つ
と
な
る
こ
と
を
認
め
た
津
田
氏
⑤
、
大
仏

殿
様
四
天
王
像
多
聞
天
邪
鬼
の
定
型
を
指
摘
し
た
岩
田
氏
⑧
、
願
成
就
院
毘
沙
門
天
像
の
邪
鬼
を
運
慶
の
作
に
よ
る
基
準
作
例
と
し

て
彫
刻
史
に
再
定
位
さ
れ
た
副
島
氏
⑨
、
鉈
彫
り
成
立
に
お
け
る
邪
鬼
の
意
味
を
定
位
さ
れ
た
奥
氏
⑩
、『
七
大
寺
日
記
』『
七
大
寺

巡
礼
私
記
』
の
邪
鬼
の
評
価
に
着
眼
さ
れ
た
稲
木
氏
⑯
、
年
輪
年
代
測
定
の
結
果
を
ふ
ま
え
邪
鬼
を
含
む
十
世
紀
の
鬼
神
の
面
貌
表
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現
を
提
示
し
た
伊
東
氏
⑰
の
論
文
な
ど
は
、
邪
鬼
の
図
像
の
存
在
や
時
代
様
式
を
認
め
る
重
要
な
成
果
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

指
摘
は
、
日
本
の
邪
鬼
の
場
合
も
、
時
代
ご
と
の
特
質
を
ふ
ま
え
た
分
析
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
通
史
的
な
理
解
へ
と
接
続
し
て

い
く
可
能
性
が
拓
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
二
）
持
物
表
現
の
多
様
性
と
図
像
系
譜
の
再
検
討

　

持
物
に
関
す
る
議
論
も
ま
た
、
長
ら
く
法
隆
寺
像
邪
鬼
の
文
脈
の
な
か
で
語
ら
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
本
像
が
、
後
世
に
与
え
た

影
響
は
大
き
い
と
考
え
る
が
、
法
隆
寺
像
邪
鬼
の
み
を
基
準
と
し
て
論
を
展
開
す
る
の
で
は
、
造
形
の
多
様
性
や
時
代
的
変
化
を
見

落
と
し
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
今
後
は
、
法
隆
寺
像
を
ひ
と
つ
の
重
要
な
基
準
作
例
と
し
て
位
置
付
け
な
が

ら
も
、
造
形
史
全
体
の
流
れ
の
な
か
で
持
物
表
現
を
捉
え
な
お
す
視
点
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
法
隆
寺
金
堂
像
の
邪
鬼
に
つ
い
て
は
『
別
尊
雑
記
』
に
記
載
さ
れ
る
四
天
王
寺
四
天
王
像
邪
鬼
と
の
類
似
に
基
づ

き
、
同
様
に
持
物
が
握
ら
れ
て
き
た
可
能
性
が
長
ら
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
一
方
で
四
天
王
像
本
体
の
武
器
の
石
突
き
と
、
刀
の
鞘

以
外
に
も
邪
鬼
が
持
物
を
持
つ
場
合
が
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
蛇
で
あ
る
。「
蛇
を
握
る
鬼
神
」
の
図
像
に
つ
い
て
は
、
北
氏

⑥
や
稲
木
氏
⑯
が
、
中
国
に
起
源
と
類
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
中
西
氏
⑫
が
日
本
で
も
鎌
倉
時
代
の
邪
鬼
に
類
例
が
確
認
で
き

る
こ
と
や
、
経
典
に
も
典
拠
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
邪
鬼
が
携
え
る
持
物
に
つ
い
て
は
、
法
隆
寺
像
邪
鬼
と
同
一
線
上
に
収
斂
さ
せ
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
異
な

る
図
像
の
系
譜
と
し
て
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
通
史
的
に
見
れ
ば
、
西
大
寺
四
王
堂
四
天
王
像
邪
鬼
や
延
暦
寺
二
天
王

像
邪
鬼
（
十
世
紀
）、
法
隆
寺
上
堂
四
天
王
像
邪
鬼
の
よ
う
に
、
現
在
は
持
物
を
失
い
、
空
の
拳
を
握
る
よ
う
な
造
形
が
確
認
さ
れ
る

例
も
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
本
来
は
ど
の
よ
う
な
持
物
を
握
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
こ
う
し
た
事
例
を
含
む
「
持
物
を
握
る
邪
鬼
」
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の
造
形
が
、
い
ず
れ
も
法
隆
寺
の
図
像
系
統
と
関
連
す
る
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い

る
。

六
、
邪
鬼
研
究
史
に
お
け
る
筆
者
の
立
場

　

前
章
で
明
ら
か
に
し
た
先
行
研
究
の
課
題
を
ふ
ま
え
、
筆
者
は
こ
れ
ら
の
問
題
意
識
の
も
と
で
研
究
を
進
め
て
き
た
。
以
下
で
は

主
要
な
論
文
を
整
理
し
、
研
究
史
上
に
お
け
る
自
ら
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

㉓　
「
西
大
寺
四
王
堂
四
天
王
像
と
王
権
守
護
―
邪
鬼
に
み
る
創
建
当
初
の
造
形
と
持
物
寄
進
者
藤
原
是
公
を
手
が
か
り
に
―
」（『
仏

教
芸
術
』
三
四
六
、
二
〇
一
六
年
）

㉔　
「
願
成
就
院
毘
沙
門
天
像
邪
鬼
の
邪
鬼
造
形
史
上
の
意
義
」（『M

U
SE

U
M

』
六
六
八
、
二
〇
一
七
年
）

㉕　
「
日
本
の
『
邪
鬼
』
観
の
形
成
と
四
天
王
信
仰
」（『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
二
十
二
（
一
）、
二
〇
一
八
年
）

㉖　
「
當
麻
寺
金
堂
四
天
王
像
邪
鬼
に
関
す
る
一
考
察
」（『
東
京
藝
術
大
学
美
術
学
部
論
叢
』
十
五
、
二
〇
一
九
年
）

㉗　
「
日
本
彫
刻
史
に
お
け
る
造
形
変
遷
と
思
想
背
景
―
中
国
・
朝
鮮
半
島
の
造
形
の
選
択
的
受
要
と
四
天
王
護
国
思
想
と
の
関
係
か

ら
―
」（
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
美
術
研
究
科
学
位
論
文
、
博
士
（
美
術
）
第
六
一
六
号
、
二
〇
二
〇
年
）

㉘　
「
日
本
彫
刻
史
に
お
け
る
邪
鬼
の
造
形
変
遷
」（『
國
華
』
一
五
二
五
、
二
〇
二
二
年
）

㉙　
「
和
歌
山
・
慈
尊
院
四
天
王
像
と
邪
鬼
―
大
仏
殿
様
邪
鬼
の
定
型
と
改
変
」（『
成
城
大
学
美
学
美
術
史
』
三
十
一
、
二
〇
二
五
年
）

　

こ
の
う
ち
㉓
〜
㉖
は
、
㉗
の
博
士
論
文
に
加
筆
の
う
え
収
録
さ
れ
た
論
文
で
あ
り
、
㉘
は
そ
の
要
約
に
あ
た
る
。
㉙
は
博
士
論
文
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に
収
録
し
た
論
文
に
新
た
な
知
見
を
加
筆
し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
お
も
に
四
天
王
像
の
足
元
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
邪
鬼
に
焦
点

を
据
え
、
七
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
に
わ
た
る
時
期
の
造
形
変
遷
を
跡
づ
け
る
こ
と
を
主
眼
と
し
つ
つ
、
個
別
作
例
の
分
析
を
通
じ
て
、

そ
の
造
形
の
思
想
的
背
景
を
考
察
し
て
い
る
。

（
一
）
研
究
史
上
の
位
置
付
け

　

猪
川
氏
①
、
水
尾
氏
②
、
戸
花
氏
③
に
よ
る
基
礎
的
な
造
形
史
の
研
究
以
降
、
停
滞
し
て
い
た
邪
鬼
の
通
史
的
研
究
を
、
造
形
・

図
像
・
思
想
か
ら
な
る
総
合
的
な
視
点
か
ら
再
構
築
し
た
と
こ
ろ
に
筆
者
の
邪
鬼
研
究
の
特
徴
が
あ
る
。
造
形
史
に
つ
い
て
飛
鳥
時

代
か
ら
南
北
朝
・
室
町
時
代
ま
で
を
対
象
に
編
年
的
な
整
理
を
行
い
、
戸
花
氏
③
、
長
岡
氏
⑦
や
イ
ム
氏
㉒
の
指
摘
を
参
考
に
、
邪

鬼
に
は
「
支
え
る
姿
」
と
「
調
伏
さ
れ
る
姿
」
と
い
う
二
系
統
の
体
勢
表
現
が
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
を
日
本
彫
刻
史
に
お
け

る
時
代
的
選
択
の
問
題
と
し
て
捉
え
な
お
し
た
こ
と
は
従
来
の
研
究
を
補
完
・
拡
張
す
る
試
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
日
本
で
は
大
陸

や
朝
鮮
半
島
か
ら
二
系
統
の
体
勢
表
現
を
一
度
受
容
し
た
の
ち
、
八
世
紀
以
降
は
「
調
伏
さ
れ
る
姿
」
を
選
択
し
て
、
そ
れ
ら
を
継

承
し
な
が
ら
も
、
十
二
世
紀
後
半
以
降
に
は
「
支
え
る
姿
」
が
部
分
的
に
再
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

邪
鬼
の
持
物
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
先
行
研
究
に
お
け
る
課
題
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
た
が
、
筆
者
は
ま
ず
作
例
と
図
像
系
統
の
整

理
を
行
な
っ
た
う
え
で
、
こ
れ
を
前
述
の
二
系
統
の
体
勢
表
現
の
変
化
と
連
動
す
る
造
形
展
開
と
し
て
捉
え
、
そ
の
思
想
的
背
景
を

検
討
し
た
。
そ
の
う
え
で
古
代
に
お
け
る
転
換
期
に
は
律
令
体
制
と
四
天
王
護
国
思
想
の
存
在
を
論
じ
、
中
世
に
お
け
る
転
換
期
に

つ
い
て
は
武
家
政
権
下
に
お
け
る
戦
勝
祈
願
や
武
力
行
使
の
正
当
化
と
い
っ
た
社
会
的
要
因
の
可
能
性
を
提
示
し
た
。
従
来
、
法
隆

寺
像
の
図
像
系
統
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
邪
鬼
の
持
物
に
つ
い
て
、
作
例
と
図
像
系
譜
を
改
め
て
整
理
し
、
広
域
的
か
つ
通
史

的
に
再
編
成
し
て
、
体
勢
表
現
の
変
化
と
思
想
背
景
の
関
連
性
を
見
据
え
、
こ
の
問
題
を
彫
刻
史
の
文
脈
に
位
置
付
け
直
し
た
と
こ
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ろ
に
特
徴
が
あ
る
。

（
二
）
課
題
と
展
望

　

以
上
の
見
解
に
大
き
な
変
更
は
な
い
が
、
博
士
論
文
執
筆
後
に
ま
と
め
た
論
文
㉙
に
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
常
暁
請
来

本
の
大
元
帥
明
王
画
像
中
の
四
天
王
の
足
元
に
、
武
器
を
握
る
邪
鬼
が
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
き
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

大
元
帥
法
は
小
栗
栖
の
法
林
寺
の
真
言
僧
常
暁
（
？
〜
八
六
六
）
が
承
和
六
年
（
八
三
九
）
に
請
来
し
、
国
家
鎮
護
や
怨
敵
降
伏
の

た
め
に
修
す
る
秘
宝
と
し
て
宮
中
の
み
で
行
わ
れ
た
法
要
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
邪
鬼
の
造
形
が
十
二
世
紀
後
半
以
降
に
変
化
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
こ
に

持
物
の
再
評
価
が
関
わ
る
可
能
性
は
依
然
と
し
て
十
分
に
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
常
暁
請
来
本
を
含
め
て
捉
え
な
お
す
と
、

持
物
を
握
る
邪
鬼
の
図
像
は
、
日
本
の
歴
史
の
な
か
で
断
絶
す
る
こ
と
な
く
継
承
さ
れ
た
、
国
家
鎮
護
や
怨
敵
降
伏
に
関
わ
る
図
像

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
が
多

く
残
さ
れ
て
お
り
、
常
暁
請
来
本
の
大
元
帥
明
王
画
像
が
与
え
た
諸
作
例
へ
の
影
響
や
、
儀
礼
的
な
文
脈
を
精
査
す
る
こ
と
で
、
律

令
制
か
ら
中
世
に
至
る
「
調
伏
」
と
「
護
国
」
の
思
想
的
な
連
続
性
を
よ
り
明
確
に
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
作
例
に
つ
い
て
も
今
後
考
察
を
深
め
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
地
域
性
に
富
む
中
国
や

朝
鮮
半
島
の
作
例
に
つ
い
て
、
長
期
的
な
通
史
の
理
解
を
一
挙
に
得
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
が
、
各
地
域
や
各
時
代
に
お
け
る
作

品
研
究
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
よ
り
深
い
理
解
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
な
お
博
士
論
文
を
含
む
筆
者
の
研
究
で
は
、
限
ら
れ
た
主

要
作
例
を
基
本
と
し
た
外
郭
的
な
把
握
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
今
後
は
比
較
作
例
の
拡
充
を
通
じ
て
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
と
日
本
の

作
例
を
横
断
的
に
比
較
し
な
が
ら
、
経
典
に
基
づ
い
て
採
用
さ
れ
る
造
形
、
あ
る
い
は
地
域
や
時
代
ご
と
に
選
択
さ
れ
る
造
形
の
あ
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り
方
と
思
想
背
景
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

先
行
研
究
に
導
か
れ
な
が
ら
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
邪
鬼
や
鬼
神
そ
の
も
の
を
独
立
的
に
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
四
天
王
像
を
は
じ

め
と
す
る
神
将
像
の
足
元
に
配
さ
れ
る
存
在
と
し
て
注
目
し
、
上
に
立
つ
像
と
の
相
関
関
係
を
通
し
て
造
形
と
意
味
を
検
討
し
て
き

た
。
こ
う
し
た
視
座
に
立
つ
こ
と
で
、
邪
鬼
や
鬼
神
は
単
独
の
小
像
と
し
て
で
は
な
く
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
、
日
本
を
中
心
と
し
た

東
ア
ジ
ア
彫
刻
史
の
文
脈
の
な
か
で
論
じ
得
る
可
能
性
が
ひ
ら
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

【
註
】

（
1
）　

漢
訳
の
仏
教
経
典
に
お
い
て
、
夜
叉
の
訳
名
は
多
く
存
在
す
る
。
音
訳
語
と
し
て
は
、
薬
叉
、
閲
叉
、
野
叉
な
ど
が
あ

る
。
意
訳
語
と
し
て
は
、
能
啖
鬼
、
輕
捷
、
貴
人
、
祠
祭
鬼
な
ど
で
あ
る
。
唐
・
玄
応
『
一
切
経
音
義
』
巻
五
に
は
「
閲

叉
、
以
拙
反
、
或
云
夜
叉
、
皆
訛
也
、
正
言
薬
叉
。
此
譯
云
能
啖
鬼
、
又
云
傷
者
、
謂
能
傷
害
人
也
」
と
い
う
記
録
が
見

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
閲
叉
は
、
拙
の
反
（
＝
音
、
発
音
）
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
。
あ
る
い
は
夜
叉
と
も
い
う
が
、
い
ず

れ
も
訛
り
で
あ
る
と
い
う
本
来
の
正
し
い
言
い
方
は
薬
叉
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
鬼
を
食
ら
う
者
と
も
訳
さ
れ
、
ま
た

傷
つ
け
る
者
と
も
訳
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
を
害
す
る
存
在
を
い
う
の
で
あ
る
、
と
す
る
。

（
2
）　

水
野
敬
三
郎
編
『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成　

平
安
時
代　

造
像
銘
記
篇
』
四
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
七

年
）。

（
3
）　

奥
健
夫
「
滋
賀
・
天
満
神
社
天
王
像
に
つ
い
て
―
鉈
彫
成
立
論
と
の
関
連
で
―
」（『
仏
教
芸
術
』
三
三
七
、
二
〇
一
五

年
、
そ
の
後
『
仏
教
彫
像
の
制
作
と
受
容
―
平
安
時
代
を
中
心
に
―
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
九
年
に
所
収
）

（
4
）　

水
尾
氏
は
法
隆
寺
金
堂
、
當
麻
寺
金
堂
、
法
隆
寺
食
堂
、
東
大
寺
戒
壇
院
、
東
大
寺
法
華
堂
、
西
大
寺
四
王
堂
、
教
王

護
国
寺
講
堂
、
法
隆
寺
上
堂
の
順
に
例
示
す
る
。

（
5
）　

感
恩
寺
東
西
塔
舎
利
容
器
外
函
に
つ
い
て
、
国
立
中
央
博
物
館
編
『
영
원
한
　
생
명
의
　
울
림
：
통
일
신
라
조
각
＝
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（
永
遠
の
生
命
な
る
響
き
―
統
一
新
羅
彫
刻
）』、

ソ
ウ
ル
、
二
〇
〇
九
年
で
は
東
西
の
塔
を
同
時
期
の
作
と
す
る
が
、
朴
亨
國
「
韓
国
の
四
天
王
像
の
図
像
に
つ
い
て
」（
朴

亨
國
研
究
代
表
『
韓
国
の
浮
彫
形
態
の
仏
教
集
合
尊
像
「
四
仏
・
五
大
明
王
・
四
天
王
・
八
部
衆
」
に
関
す
る
総
合
調

査
』
所
収
、
科
学
研
究
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
海
外
）
研
究
成
果
報
告
書　

平
成
十
六
年
度
〜
平
成
十
八
年
度
、
二

〇
〇
八
年
）
は
東
三
層
石
塔
舎
利
容
器
を
八
世
紀
中
頃
の
作
と
位
置
付
け
る
。

（
6
）　

随
軍
護
法
真
言
云
、
画
一
毘
沙
門
神
七
宝
荘

－
厳
衣
甲
、
右
手
執
韓蛸
、
左
手
託
腰
上
、
其
神
脚
下
作
二
夜
叉
鬼
、
身
並

作
黒
色
、
其
毘
沙
門
面
作
甚
可
畏
形
悪
眼
視
一
切
鬼
神
勢
文
、（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
図
像
9
―
四
一
八
ｂ
）

（
7
）　

た
だ
し
岩
田
氏
に
よ
れ
ば
、
金
剛
峯
寺
、
長
瀧
寺
、
お
よ
び
戒
壇
院
千
手
堂
像
の
邪
鬼
は
、
顔
の
横
で
は
な
く
頭
頂
を

踏
ま
れ
、
岡
田
美
術
館
像
、
法
隆
寺
上
堂
像
の
場
合
、
同
じ
ポ
ー
ズ
の
邪
鬼
は
多
聞
天
で
は
な
く
広
目
天
と
入
れ
替
わ

る
。

（
8
）　
「
復
有
薬
叉
羅
刹
矩
畔
拏
及
彦
達
嚩
歩
多
鬼
神
（
中
略
）
執
蛇
秉
炬
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
巻
十
九
）
す
な
わ
ち
、

薬
叉
・
羅
刹
・
矩
畔
拏
・
彦
達
嚩
・
歩
多
と
い
っ
た
鬼
神
た
ち
が
い
て
、（
彼
ら
は
）
蛇
を
手
に
取
り
、
松
明
を
掲
げ
て

い
た
、
と
い
う
。

（
9
）　

杨
洁
「
唐
代
镇
墓
天
王
俑
的
佛
教
世
俗
化
因
素
考
略
―
兼
谈
两
京
地
区
的
差
异
（
唐
代
の
鎮
墓
天
王
俑
に
お
け
る
仏
教

世
俗
化
要
素
の
考
察
―
両
京
地
域
の
差
異
を
兼
ね
て
）」（『
四
川
文
物
』、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
10
）　

房
奕
「
从
《
太
平
广
记
》
看
唐
人
夜
叉
观
（『
太
平
広
記
』
に
み
る
唐
代
人
の
夜
叉
観
）」（『
中
國
典
籍
與
文
化
』
二
〇

〇
七
年
）、
李
新
业
「〝
夜
叉
〞
一
詞
在
漢
語
中
的
演
變
（『
夜
叉
』
と
い
う
語
の
漢
語
に
お
け
る
変
遷
）」（『
尋
根
』、
二

〇
一
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
11
）　

イ
ム
氏
は
、
拙
稿
「
当
麻
寺
金
堂
四
天
王
像
の
邪
鬼
に
つ
い
て
―
七
世
紀

－

一
〇
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
作
例
の
形
式
分
類

を
も
と
に
―
」（
第
六
六
回
美
術
史
学
会
全
国
大
会　

要
旨
、
二
〇
一
三
年
）
を
引
用
す
る
が
、
本
論
で
も
述
べ
る
よ
う

に
、
筆
者
が
述
べ
る
二
つ
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
長
岡
龍
作
「
仏
像
の
意
味
と
上
代
の
世
界
観
―
内
と
外
の
意
識
を
中
心

に
」（『
講
座
日
本
美
術
史
』
三
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
の
指
摘
に
着
想
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
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図 2　 四川省邛崍石筍山石窟第28号龕　毘
沙門天像邪鬼（唐・ 8世紀後半）

図 3　 玉虫厨子宮殿正面扉絵二天王像邪鬼（ 7世紀）
（右）線描は筆者によるもの

図 1　 感恩寺址東三層石塔　舎利容器外函　
四天王像獣座（統一新羅・神文王 2
年〔682〕頃）

図 4　 奈良・東大寺勧進所阿弥陀堂四天王
像邪鬼（13世紀半ば前後）

図 5　 静岡・願成就院毘沙門天像邪鬼 
（文治 2年〔1186〕、運慶作）
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図 6 　 奈良・法隆寺金堂四天王像邪鬼 
（ 7世紀中頃）

図 7　 四天王寺緑釉塼　神将像鬼神 
（統一新羅・文武王19年〔679〕頃）

図 8　 京都・北野天満宮鬼神 
（10世紀末頃）

図 9　 奈良・法隆寺大講堂四天王像邪鬼 
（正暦元年〔990〕頃）


